
注6を算定している場合は算定しない。  

旦 ≠痛者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   

ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介   

護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、   
片道につき184単位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予   

防短期入所療養介護費（Ⅰ）、病院療養病床介護予防短期入所   

療養介護費（Ⅱ）若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養   

介護費（Ⅲ）又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介   

護費（Ⅰ）若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養   

介護費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床介護   

予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床介護予防短期入   

所療養介護費（ii）、病院療養病床介護予防短期入所療養介護   

費（Ⅱ）の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）若し   

くは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）の病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）又は病院療養病床経   

過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床経過型   

介護予防短期入所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床経過   

型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）の病院療養病床経過型介   

護予防短期入所療養介護費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個  

室を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  
の利用の必要があると医師が判断した着  

通 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  

1及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービ   
スに係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届   
出があったものとみなす。  

u 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養   
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受   

けた指定介護予防短期入所療養介護については、療養病床を   
有する病院における介護予防短期入所療養介護費は、算定し   

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   

ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介   
護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、   

片道につき184単位を所定単位数に加算する。  

ヱ 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介吉葉予   

防短期入所療養介護費（Ⅰ）、病院療養病床介護予防短期入所   

療養介護費（Ⅱ）若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養   

介護費（Ⅲ）又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介   

護費（Ⅰ）若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養   

介護費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床介護   

予防短期入所療養介護責（Ⅰ）の病院療養病床介護予防短期入   

所療養介護費（ii）、病院療養病床介護予防短期入所療養介護   

費（Ⅱ）の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）若し   

くは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）の病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）又は病院療養病床経   

過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床経過型   

介護予防短期入所療養介護費川）若しくは病院療養病床経過   

型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）の病院療養病床経過型介   

護予防短期入所療養介護費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個  
室を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の地の利用者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  
の利用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  
1及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービ   
スに係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届   
出があったものとみなす。  

旦 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養   
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受   

けた指定介護予防短期入所療養介護については、療養病床を   
有する病院における介護予防短期入所療養介護費は、算定し  

ー32－  



ない。  ない。  

呵 栄養管理体制加算   

H 管理栄養士配置加算   

日 栄養士配置加算  
廷墜塵  

10単位   

津1州こついては、次に掲げるいずれの基準にも適合している  
ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している旨定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 日については、次に掲げるいずれの基準lこも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  

養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ㈲匿していること。  

ロ 矧＝こ厚生労働大臣が定める基準に適合している‡旨定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

凰 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

皿 特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

旦 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府   
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予   

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養   
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  
の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  
いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

凰 特定診療費   

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   
的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   
額を算定する。   
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ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   川働つき）   ト）働費（Ⅰ）  
a 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  
ii要支援2  

517単位  

646単位   

b 診療所療養病床介護予防短期入所直筆介護費＝i）   

⊥ 

ii要支援2  

仁）診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

601単位  

751単位  

a 診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）  

i要支援1  
ii要支援2  

447単位  

559単位  

b働介護予防短期入所療養介護費（ii）  

し宰町 5粥単位  

脚 670単位  

㈲ ユキツト聖診療所療養病原介護予防短期入所療華介準雲己り日   
につき）   

卜）ユニット型診療所療養病床介準予防匝期入野療養介謹費くI）  a㈲  608単位  

b要支援2 760単位   

仁）ユニット型診療所療養嘩床介護予防短期入所嘩養介護費（Ⅱ）  

8 要支援1 608単位  b閲 760単位  

注1 療養病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介  
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別に庫生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室にお   

いて、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施   

設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ   

る区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所   

定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣   

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると   
ころにより算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   
を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防   

短期入所療養介護事業所については、診療所準嘩基準減算とし   
て、1日につき60単位を所定単位数から減算する。  4㈲在宅で   
の生渾が困難で奉り、瑚所療養介護を   

利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防   
短期入所療養介護を行っ七場合は、瑚起算   

して棚単位を所定単位数に加算   

払  5瀬＼るものとして都   
道申県知事に榊   

おいて、瑚入敢塵   

養介護を行った頃合には、若年性琴却症利用者受入加算として  
1日につき120単位を所定単位数に加算する。たギし、注4を算   
定している場合は算定しない。  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予   

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に   
つき184単位を所定単位数に加算する。  

乙 次のいずれかに該当する者に対して、診療卿期入   

所鱒養介護費（り耳は診療所介護予防短期入所療養介準雲（Ⅰい   

を支給する場合は、それぞれ、診療所介護予防短期入野痺養介   

護費（Ⅰ）の診療所介護予防短期入所療養介護費（ji）又は診療所   

護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合   
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該   

届出に係る病室（療養病床に係るものに限る」において、指   
定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に   
掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に   

従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数   

を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める   

基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   
り算定する。  

2（2＝こついて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   
を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防   

短期入所療養介護事業所については、診療席療養病床設備基準   
遽里として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。  

生 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予   

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に   
つき184単位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、診  所療養病床介護予  
防短期入所療養介護費（Ⅰ）又は診療所療養病床介護予防鱒期入  

所療養介護費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、診療所捏雲病  
床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の診療所療養病床介護予防  
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幽療所介護予防短期入野療   

星介準芦川）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  
判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  
を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規恵による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  

旦 利用者が連統して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介   
護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた   

指定介護予防短期入所療養介護については、診療所における介   

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  

短期入所療養介護費（ii）又は診療所療養病床介護予防短期入所  

療養介護費（Ⅱ）の診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費  

⊥jiユを算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  
を利用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出  
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

ヱ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介  
護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた  

指定介護予防短期入所療養介護については、療養病床を有する  
診療所における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  

p）栄養管理体制加算   H働 12単位   

仁）栄養士配置加算  10単位  

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事瑚押入所療  

養介護事業所について、1日l潤筆する。  
イ 管理栄養士を1名以上配置していること？  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護   

予防短期入所療養介護事業所であるこL  
2 仁）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

阜のとして都道府県知事に届け出た指定介準予防短期入所療   
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。   

ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

予防短期入所療革卿  

（4）療養食加算  23単位   （3）療養食加算  23単位  
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  
防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容   
の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

坦 特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

㈲ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  
防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

凰 特定診療費  
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。   

事業所が、  指 定介護予防短期入所   道府県知事に届け出た  

行った場合は、  期 入所療養介  定 介護予防短  利用者に対し、指  

当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位   
数を加算する。ただし、次に掲げるいずれカ、の加算を算定して  

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。  

（」瑚 12単位  12単位  

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位             6単位  

三 サービス提供体制 化加算（Ⅲ）  6単位              6単位   

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入  

所療養介護費  

（1）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

8 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）   

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入  
所療養介護費  

（1）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

卜）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）   

a 認知■症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）   

： 日日濫i   

ii要支援2   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）   

l 要支援1  

847単位  

1川07単位  

958単位   

⊥ iト麟  
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

I 要支援1   

833単位  

993単位   

944単位  
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ii要支援2  1．112単位  ii要支援2  

仁）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）   

i要支援1  
吐 

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

⊥ 

ii要支援2  

∈）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1   

ii要支援2  

1，098単位   

（コ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）   

1日萱眉i  
ii要支援2  

780単位  

948単位   

7月6単位  

！柑4単位  

8層0単位  

1，039単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）▲  

し呈圭塵⊥ 
ii要支援2  

且 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）   

l 要支援1   

ii要支援2   

銅4単位  

1．053単位  

757単位  

920単位  

743畢j重  

906単位   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介貢隻費（ii）  i㈲ 841単位  

ii要支援2  1．025単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）   

し 

卓し 

個）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

しj堅真崖 

ii要支援2   

∈ほ7単位  

1，011単位  

圃 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  
⊥ 

吐遡 

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）   

」 

虹 

伍）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

⊥ 

雌旦 

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介浅黄（ii）   

」 

ii要支援2   

一744単位  

！）04単位  

壬ほ8単位  

1，009単位  

730単位  

890単位   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）   

l 要支援1   
ii 要支援2  

伍）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）   

J 
ii 要支援2   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）   

I 要支援1   

ii要支援2  

814単位  

995単位  

682単位  

印2単位   

793単位  

947単位  

66郎単位  

828単位  

779単位  

933単位  

（2）認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

（一）認知症疾患聖経過型介護予防短期入所療養介譲費（Ⅰ）  

a＋要支援1  584単位  

b＋要支援2  744単位  

（コ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 要支援1  668単位   

（2）認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）認知症疾患聖経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要支援1  570単位  

b 要支援2  730単位  

（二）認知症疾患聖経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 要支援1  654単位  
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瀾 849単位  早位  

（3）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日に   
つき）   

卜）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  i⑯ 960単位  ii㈲ 1，‖5単位   1・1け引立  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii） i㈲ 960単位    96U早位  

＝㈲ 1，115単位    Lllb早世  

（二）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介言葉費（i）  

i 要支援1  871単位                       挙／1早位  ii㈲ 1，062単位   1，㈹Z早位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  i㈲ 871単位   ‖早世   ii⑯ 1，062単位   

注1老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準第1  

89条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）  

を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所で  

あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している  
ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に  

係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期  
入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及  
び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分lこ従い、利用  

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す  
る。ただし、利用者の数又は医師、看護職見苦しくは介護職  
員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、  

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ  
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単  

位数を算定する。  

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う  
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介  
護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、   

b 要支援2  835単位  

（3）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日に   
つき）   

卜）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  
l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

l要支援1  946単位  

ii要支援2  1．101単位   

ロ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  
瀾 857単位  ii㈲ 単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii〉  i㈲ 57単位  

ii要支援2  1，048単位   

注1 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準第1  
89条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）  

を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所で  
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している  
ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に  
係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期  
入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及  
び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用  

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す  
る。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職  
員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、  

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ  
ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単  

位数を算定する。  

3 弄り用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う  
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介  
護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、  
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片道につき184単位を所定単位数に加算する。  

4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予   

防短期入所療養介護費（Ⅰ）、認知症疾患型介言蔓予防短期入所   

療養介護費（Ⅱ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費  

（Ⅲ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）若しく   
は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）又は認知症   

疾患聖経過型介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、   

それぞれ、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の   

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患   

型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）の認知症疾患型介護予防   

短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費  
（ii）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）の認知   

症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）若しくは認知疾患   

型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）の認知症疾患型介護予防   

短期入所療養介護費（ii）又は認知症疾患型経過型介護予防短   

期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個   

室を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状   
況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  
の利用の必要があると医師が判断した者  

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  
1の規定による届出に相当する介言隻療養施設サービスに係る   

届出があったときは、注1の規定による届出があったものと   

みなす。  

6 利用者が連続して30日を超えて指定介桂予防短期入所療養   
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受   

けた指定介護予防短期入所療養介護については、老人性認知   

症疾患療養病棟を有する病院における介貢隻予防短期入所療養   

介護費は、算定しない。   

片道につき184単位を所定単位数に加算する。  

4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予   

防短期入所療養介護費（Ⅰ）、認知症疾患型介護予防短期入所   

療養介護費（Ⅱ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介言隻費  

（Ⅲ）、言忍知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）若しく   

は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）又は認知症   

疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、   

それぞれ、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の   

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患   

型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）の認知症疾患型介護予防   

短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費  
（ii）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）の認知   

症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ji）若しくは認知疾患   

型介言隻予防短期入所療養介護費（Ⅴ）の認知症疾患型介護予防   

短期入所療養介護費（ii）又は認知症疾患型経過型介護予防短   

期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個  

室を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  
の利用の必要があると医師が判断した者  

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  
1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る   
届出があったときは、注1の規定による届出があったものと   
みなす。  

6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養   

介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受   

けた指定介吉隻予防短期入所療養介護については、老人性認知   

症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養  
介護費は、算定しない。  

㈱ 栄養管理体制加筆   

卜）管理栄養士配置加算  12単位  
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‾酌   

仁）働 10単位  

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している   

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療   

養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。   
イ朋を1名以上配置していること。   
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であるこL  
2 仁）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

旦 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が＼別に厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

担 特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療   
行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に   
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。  

埋 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  
防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

捏 特定診療費  
利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療   

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に   
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。  

（6）サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適‡合tているものとして都  
介護事業所が  予防短期入所療   出た指定介  道府県知事に届け  

を行った場合は  利用者に対し、指定介護予防短期入所  養介捷  
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当該基準に碍げ卵掲げる所定単位  

蜘て  

吐拠甚吏壬」旦」避堤通1土む皇空也旦通巨星旦星宣＿赴」  
二 12単位  

旦琳 6単位 6単位  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6単位  

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介経費  
（1日につき）  入所療養介護費（Ⅰ）   護予防短期  （1）基準適合診療所介  

411単位  

534単位  

（1日につき）  

！－）要支援1   

P 軍支援2  
（2）基準適合診  所療養介護費（Ⅱ）  予 防短期入   療所介護  

495単位  

643単位  

卜）要支援1  

口 要支援2  注1灘こより読   
み替えちれた指定介護予防サービス基準第187条第1項に規定す   
画選   I軸別   
働蔓   

草援状態区分に応じて、それぞれ所畢単位数を算定する。土だ   
し、利用者㈱割こ該当す旦塵   
今埠、碑   

2 利思考の心身の状態、家族等の事情等力、らみて送迎を行うこ   
とが必要と貢錮）られる利用者Iこ対して、その居宅と指定介護予   
防亙遡ム塵重量企進呈芸歴上空．国史送迎皇j亘j場合上さェ．生垣．t；   ？き†卿   

3 

断所捏養介護費を芦給する場合は、基準運合診摩所介護   

予闇短期入野療養介護費（Ⅱ）を算定する丈   

ごし喀染症等Iこより、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した考   

亘∴如こ厚竺労働木臣が定める基垂に適合している従来型個室  

そ利用す冬着   

†｝ 著しい棒神症肘掛こより、同室の他の利用者の心身の状況   ！瑚利  
用の必要があると医師が判断した者  

＿42－   



、 j田－】L動rコ■■L＿一ノ′亨   。，」鞍∃馳㌢茄L一一＿レイ・  －一 機扇艶ぎ琴転イづト・手▼ 二珊コ■！  

4 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介  

護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた   

指寒介注予防短期入所療養介護については、基準適合診療所に  

おける介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
㈲栄華管理体制加筆   

ト）管理栄養士配置加算  12単位  

（ニ）栄養士配置加算  10単位  

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理琴華車そ1名以上配置していることp  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 亡）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している   

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療   

養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。   

ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

し1墨場合は、算定しない．  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

（4）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
県知事l；届け出て当該基準lこよる食事の提供を行う指定介護予  

防短期珊木臣が定める療養  

食を提供したときは、1岬  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい   

るこL  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容   

の食事の提供が行われていること。  

ハ朋て   

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて   

いること。  

10 介護予防特定施設入居者生活介護費   

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（1日につき）  
10 介護予防特定施設入居者生活介護費   

イ 介護予防特定施設入居者生活介護貴（1日につき）  
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（1）要支援1  214単位  

（2）要支援2  494単位  

口 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（1月に   
つき）  

注1 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第230条第1  
項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）におし、＼  

て、イについては、指定介護予防特定施設入居者生活介護（同項  

において規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。  

以下同じ。）を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活  
介護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という。）の要支援  
状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、口  

については、指定介護予防特定施設において、外部サービス利用  

型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス  
基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設  
入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、別に厚生   

労働大臣が短めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基  
に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活  
介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区分ごとに別  

に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、  

看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  
該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す  
る。   

2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理  
学療法士等を1名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え  
る指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務  
に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療  
法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用  
者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、都道府県  
知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、  
機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごと  
に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能  

訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につ  
き12単位を加算する。  

（1）㈲ 203単位  

（2）要支援2  469単位  

口 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（1月に   
つき）  

注1 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第230条第1   
項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。） 

て、イについて 

において規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。  

以下同じ。）を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活  
介護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という。）の要支援  
状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロ  

については、指定介護予防特定施設において、外部サービス利用  

型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス  
基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設  
入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、別に厚生  

労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基  
に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活  
介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区分ごとに別  
に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、  

看護職貞又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  
該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す  
る。   

2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理  
学療法士等を1名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え  

る指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務  
に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療  
法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用  
者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、都道府県  
知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して、  

機能訓練指導員、看護職貞、介護職員等が共同して、利用者ごと  
に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能  

訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につ  
き12単位を所定単位数に加算する。   

3 イについては、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を埠嘩的  
に記録している場合において、当該利用者の同寿を得て、協ニカ医  
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